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1970年代における自動車部品工業育成政策の展開

山　崎　修　嗣

I　はじめに

自動車産業に対する政府の保護育成策は、1971年4月の資本自由化に

ょって終焉したという見解が見られる。たとえば、武藤博道氏は、「第3

次機振法が発足し、資本自由化に対処すべき自動車部品業に対する合理化

のための融資が実施された。体制整備融資および機振法に基く上記の融資

は、71年4月の資本自由化により打切られることになる。戦後の自動車
(1)

産業に対する保護育成策はこの時期をもって終りを告げたといってよい」

とされている。また下川浩一氏は、「1966年の第3次機振法では一部に独

立系部品メーカーが育ったこともあって、いっそうの量産化、ユニット体

制の確立による総合化や設備合理化、技術開発の酎ヒを通じて水平的分業

態勢の確立さえ構想されるに至ったのである。もっともこの水平的分業態

勢の確立の構想は、当時の通産省が資本自由化に備えて特定産業振興法の

下での自動車産業の3グループへの再編構想とも関連したものといわれて
(2)

おり、この再編構想の破産と相まって実現しなかった」と指摘されている。

しかし、私は、結論的に言えば、組立メーカーに対する再編成策(特に

特振法)の終了を持って、保護育成策の終了とみなすことはできないと考

える。本稿は、1970年代以降の自動車部品産業に対する通産省の政策

(電子工業及び機械工業振興臨時措置法、以下機電法と略す)の展開を分

析することによって上記の見解を検討することを課題とする。
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II　機電法高度化計画の策定と変更

1970年代に入り自動車産業をとりまく環境は60年代と大きく変化した。

「自動車の安全・公害という大きな問題との対決に迫られ、更に一段と自

動車部品の総合的生産技術の向上、新製品の開発、生産工法の省力化など
(3)

の推進を図るため」、1971年3月末機電法が制定され、同年8月自動車部

品製造業の高度化計画が公布施行された。71年に策定され、72、73年に

変更された高度化計画を見ると(表1参照)、合理目標として、機振法の

時のように、性能・品質・生産費の項目が掲げられている。生産体制の合

理化計画のユニット化がより具体化され(表2参照)、推進されたことが

窺える。

表l　高度化計画実施状況

高　度　化　計　画 昭和46・47年度達成状況

1.合理化の目標

(1)性能または品質は、安全公害対策

の向上を図ることをむわとしつつ、

国際水準を上回るものとする。

(2)生産費は充分な国際競争力を確保

することが出来る生産費とし、こ

れを達成するため附加価値生産性

を向上させる。

(目標年平均伸び率8%～10%)

運輸技術審議会「自動車排出ガス対策基

本計画」(45.7.22)

昭和48年4月以降の生産車

CO　‥‥=1km走行　　　　119以下

HC　……　　〝　　　　　1.79　〝

NO.……　　〝　　　　　　　39　〝

(排気量1,6∞cc級ガソリソ乗用車基準)

以上に対応出来る公害関係部晶の品質・

性能は達成された。また、安全関係部品

についても品質・性能は途中年次である

が、_吟ぼ達成可能とみられる0

自動車部晶の附加価値生産性の向上目標

が達成した。(自動車部品経営分析調査

によると、附加価値生産性の向上率は

46年11.2%、47年11.7%となっている)
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2.生産体制の合理化に関する事項

(1ほ全公害対策に資するためユニッ

ト化を推進するものとする。この

場合のユニット化とは、同種の機

能系統に属する部品または相互に

関連性のある部品を関連事業者と

の密接な連携の下に生産すること

を目的とする。

聞安全公害対策を促進するため、自

動車製造業者は自動車部品製造業

と技術の相互交流および取引関係

の合理化に努めるものとする。

(3ほ全公害対策に資するため完成部

品製造業とその構成部品製造業と

の取引関係を合理化するとともに

構成部品製造業は、その合理化を

促進するものとする。

(4)自動車部品製造業の健全な発展を

図るため関連事業者は産業秩序の

確立と相互の協調に努めるものと

するこ

3.その他合理化に関する事項

(1ほ全公害対策に資するため自動車

部品の規格化を推進する。

l2度全公害対策に係る技術開発体制

の整備を促進するため部品製造業

および関連企業との共同研究を促

進する。
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(1)ユニット化を推進または計画し、品質・

性能を達成するための生産および技術

開発について全体計画を作成実施して

いるグループは27ユニット化グルー

プに達した。

聞21ユニット化グループがカーメーカー

と技術交流、共同研究を実施

(3)取引関係、生産の合理化等を推進して

いる企業

完成部品製造業　　　13企業

関係構成部品製造業　34企業

用業界団体などを通して適切な指導をす

すめた。

川自動車部品の規格化

安全関係　刀S　　新規9件　改正30件

JASO　〝　37件　〝29件

公害関係　刀S　　〝　-　　〝1件

JASO　〝　6件　〝　-

(JASOから刀Sに移行したもの安全14件)

聞自動車部品安全公害共同研究所の設立

状況

46年度設立1件(三菱電気他5社グループ)

47　〝　1件(日本発条他6社グループ)

(なお45年度に2件設置されている。

計4件で25傲円融資推薦)
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(3)安全公害対策に資するため、自動

車部品製造業は自動車製造業者お

よび自動車部品卸商との連携を図

り、補修部品流通セソクーの設立

など補修部品流通機構の整備およ

び合理化を促進する。

用自動車補修部品流通セソクー

46年度設立1件

関西自動車部品流通セソクー

(中央日工他7杜グループ)

2倍融資推薦

(出所)「機電法高度化計画と通産行政」P22～P23、『日本の自動車部品工業』73

年度版。

蓑2　機電法ユニ・ソト化試案(自動車課)

政 令 指 定 品 位 系　 統　 別 機 能 系 統 別 ユ ニ ッ ト 関　 連　 部　 品

燃 焼 装 置 、排 1 . 燃 焼 装 置

2 . 点 火装 置

3 . ( 1 ～ 2 ) 、燃

① 吸 気 系 統

② 燃 焼 室 系 統

③ 燃料 供 給 系 統

① 点 火 系統

(∑① ～④ 燃 料噴 射 系

空 気 清浄 器 、 気 化 器 、 エア ー

出 ガ ス浄 化装 ポ ソプ 、各 種 セ ソサ ー 等

置 お よび 点 火 ビス トソ、 ビ ス トソ リソ グ、

装 置

軸 受 メ タル

シ リ ソダ ラ イ ナー 等

パ ル プ 、 パル プ シー ト、パ ル

プ ステ イム シー ル 等

燃 料 ポ ソプ、 燃 料 ろ過 機、 セ

ソサ ー 、 リ レー等

点 火 プ ラ グ、配 電 器 、 点 火 コ

イル セ ソサ ー 、 リ レー 等

燃 料 供 給 、 吸 気 、然 焼 、電 子

料 噴 射 装 置 統 制 御 各 種 セ ソサ ー 等

4 . 排 出 ガ ス浄 化 ⑥ 排 気 ガ ス 浄化 系 統

⑦ 軸 受 メ タル

排気 リア ク タ、 ア フ ター バ ー

装 置

5 . 軸 受 メ タル

ナ 一、 エア ー ポ ソプ、 触 媒 コ

ソバ ー ター 、 排 気 ガ ス再 循 環

お よ び これ ら と組 合 わせ る触

媒 、 セ ソ サー 、 コ ソ トロー ル

バ ッ グ、 フ ィル ター 、.金 属 材

料 等

回 転 部 門 、軸 受 メ タル 、 メ タ

ル 材 料 等
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6.照明器

自動警報装置

オイルシール

懸架安定装置

制動装置

7.過速度警拉装

置

8.照明断線警報

装置

9.タイヤ空気圧

警報装置

10.自動変速機

11.オイルシール

12.懸架装置

13.制動装置

⑧照明系統

⑨速度系統

⑲照明断線系統

⑳タイヤ空気圧系統

⑬自動変速機

⑬オイルシール

⑬懸架装置

車高制御装置

⑬油圧式制動装置

⑲空気圧式制動装置
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前照灯、信号灯、標識灯、各

種スイッチ取付具、電球、各

種セソサー等

速度計、ケーブルケーシソグ

各種セソサー、検出リレー警

報器等

照明検出リレー、各種セソサー、

警報器、照明器等

タイヤ空気圧検出リレー、各

種セソサー、警報器

ディスクサブASSY、ラソ

ナサブASSY、オイルサブ

ASSY、イソベラーサブAS

SY、クラッチ等

回転部門、オイルシール、オ

イルシール材等

シャシーばね、ショックアブ

ソーバー、オイルシールトレ

リソグアーム、各位セソサー

等

シャシーばね、ショックアブ

ソーバー、車高レベリソグパ

ルプ、セソサー、制御機器等

シリソダーASSY、オイル

ブレーキプレートサブASSY、

デスクASSY、ブレーキラ

ソニソグ、ブレーキ倍力装置、

セソサー、コソトロールパル

プ、制御機器等

ェアーブレーキ、コソプレッ

サーブレーキ倍力装置、コソ

トロールパルプ、セソサー、

制御機器等
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衝突衝撃吸収

装置

後方確認装置

およびワイバー

14.衝突衝撃吸収

装置

15.後方確認装置

ワイパー

⑫一次衝突撃吸収装

置

⑬二次街突撃吸収装

置

⑲後方確認装置

⑳ワイパー

シート系統

受動抑止装置

バソバー、各筏エネルギー吸

収装置、セソサー等

ステアリソグホイール、同コ

ラムギヤーハウジソグ、コラ

ムシフトコソトロール等

ペリスコープミラー、テレビ

視認装置等

ワイパーモーター、ブレード、

アーム、スイッチ、各種セソ

サー等

シートスプリソグ、各種セソ

サー、シートスライド、シー

トリクライナ、シートベルト、

ベルトアソカレッジ、シート

材、内装材

エアーバック、各種セソサー、

はね等

(出所)「機電法高度化計画と通産行政」P24、『日本の自動車部品工業』73年度版。

高度化計画の指定計画の中で社会的にその解決が迫られている公害関係

部品14品種が、1973年3月末で期限切れとなるため、72年3月電子・機

械工業審議会計画部全自動車部品分科会が開催され、高度化基本計画の一

部改正(案)についての審議が行われた。その結果、公害関係部晶の

1975年度までの延長が了承され同法の適用がうけられることとなった。

高度化計画の指定品種の中で、74年3月末で期限切れとなる5品種(軸

受メタル、自動変速機、オイルシール、ワイパー、タイヤチェーソ)およ

び76年3月末で期限切れとなる1品種(後方確認装置)について、73年

2月電子・機械工業審議会計画部全自動車部品分科会が開催され、同高度

化基本計画が一部改正された。その結果、74年3月末で期限切れとなる

5品種の部品は品質・性能とも一応73年度の目標値を達成したので削除

することとし、76年3月末で期限切れとなる後方確認装置については73
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年段階では実用化された製品が開発されていないため削除された0

74年度は、高度計画の全指定品種が76年3月末で期限切れとなるため、

とりあえず73年末の中央公害対策審議会の答申にもとづく自動車排出ガ

ス規制基準に合わせる必要のある、公害対策関連部品の指定品種について、

見直しを行い78年3月末まで延長することとなった0

こうした高度化計画の背景には通産省における次のような部品行政の基

本方向がある。

①　自主的生産体制

完成車メーカー依存型の経営形態から脱皮し、経営の自主性を高めると

ともに生産偏重の体質を研究開発・設計・生産・販売・アフターサービス

などの各部門のバラソスがとれた健全な経営形態に改善する。

②　水平分業体制

完成車メーカーと部品メーカーによる水平分業体制、すなわち両者が自

己の責任分野を確立し協力する体制を確立する。

③　総合部品メーカー体制

単品生産的な専門メーカーから、ユニット化を基礎とした総合部品メー

カーへ転化する。これにより総合技術開発を促進する。

っまり日本の自動車工業発展のためには、わが国の部品工業の現状から

みて、①自動車設計上の機密に属するもの、②自動車の性能上の重要部品、

③生産加工に膨大な設備投資を必要とするものなどを除き、専門メーカー

としての自主技術の開発および経営能力のある部品メーカーを育成し、品

質・性能・価格などの面で自動車メーカーの要請にこたえることのできる

ような部品メーカーの育成酎ヒを図ることが、投資効率的な見地からみて
(り

も望ましい生産形態と考えられていたのであるo

Ill　研究開発組合

1967年以降には機振法のもとで機能部品を中心とした部品のユニット

化による総合部品メーカー構想が出現した。その構想を具体化するものと
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して、電装およびその関連部品部門に「日本電装グループ」「日立製作グ

ループ」および「三菱グループ」、照明器部門は「小糸グループ」「市光グ

ループ」、ばね関係部門に「自発グループ」が出現した。それが機電法の

『国産技術振興資金融資制度』による『自動車部品安全公害共同研究所』

の創設へと発展するわけである。

研究所は、「自動車の安全化または自動車に係る公害防止に資するため、

当該自動車部品ユニットに関連する新技術または新製品の研究開発をシス

テム的方法により行うことを研究目的とし、複数の企業が共同で研究所を
(5)

設立する場合、その推進を開発銀行融資を通じて図っていくこと」とし、

次の点が考慮された。

1.共同研究計画の内容が適切であり、安全公害対策の研究開発項目が研

究開発の内容として含まれていること。

2.参加企業の経費分担義務または出資義務が契約により明確化しており、

かつ、参加企業からの研究者の身分、研究成果の帰属が明確であること。

3.共同研究所の規模、施設等が当該共同研究開発の内容からみて適切で

あり、原則として50名以上の研究員を有すること。

4.研究組合、その他法人を設立するなど共同研究が長期的に実施できる

独立的、組織的基礎を有すること。

5.研究所には、当該研究開発の対象たる自動車部品ユニットの構成部品

の相当部分について現に生産している企業が参加していること。

6.参加企業が共同して行われなければ、当該研究開発を効果的に実施す

ることが期待できないものであること。

その結果、70年度末には日本電装㈱などトヨタ系部品メーカー10社に

ょる日本自動車部品総合研究所(社長白井武明一日本電装㈱副社長)・日

立製作所と日産系部品メーカー5社による自動車公害安全機器研究組合

(理事長久米平助一日立製作所自動車機器事業部長)が設立され、続いて

71年に入り三菱グループ5杜による総合自動車安全公害研究組合(理事

長松田新市一三菱電機㈱常務取締役・電装品事業部長)、72年度に横浜自
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動車部品共同研究所(日本発条他6社グループ)、74年度に自動車部品安

全公害共同研究所(曙ブレーキ他5社グループ)が設立された。これらの
(6)

研究所には、日本開発銀行から約26億円融資された。

参加した企業群は、トヨタ系列、日産系列と独立系3グループであり、

これらの企業は、研究開発力を増強することを通じて蓄積基盤を安定化さ

せたと言えよう。

Ⅳ　組立メーカーの戦時と高度化計画に基づく政策融資

い)組立メーカーの戦略

日本の主要産業のなかで、とくに高度成長の重点産業として発展をとげ

てきた自動車産業も1970年代に入って決定的な転換期をむかえた云国内

需要の停滞が顕在化し、しかも需要の主体が新規需要から代替需要に代わっ

ており、更に安全・公害問題での告発を受けて1971年には排ガス規制の

実施方針が打ち出されたのである。その中で、「不況下で生産量が減少し

ても充分に利益を出せる体制」、「金利負担などに悩まされない企業体質づ

くり」をめざして合理化、省力化の推進が徹底して追求されるに至った。

この生産合理化運動の特徴は、それが組立メーカーだけでなく主要な部

品メーカーをもまきこみ、自動串産業総体として一体化して進められた点

である。それは、第1に自動車産業の原価構成に占める購入部品費の割合

は60～70%に達しており、コストダウソの実現には購入部品費の削減が

重要な位置を占めること。また部品工場はカーメーカーの組立工場と一体

化して分工場化しており、円滑かつ安価な部品納入がカーメーカーの大量

生産にとって不可欠であること、第2に技術導入によって高い技術水準を

もつに至った部品メーカーは既にほとんどが資本参加によってカーメーカー

の子会社化しているが、ここでの企業体質を強化することはグループ全体

の収益性を改善し、排ガス対策など技術的競争力強化を実現する上でも重

要であること。以上の理由から単純な部品納入単価の引き下げではなく、

省力化、合理化の徹底した追求がカーメーカー主導のもとで全面的に推進
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(7)

されることになったのである。

当時から本田技研を除く各組立メーカーは協力企業の組織をもっていた

が、本格的な系列としては、トヨタ系列、日産系列、その他の第三グルー

プ(独立専業・兼業部品メーカー)に分けることができる。電装品につい

てみるならば、それぞれ日本電装、日立製作所、三菱電機が相当する。系

列化による親企業の指導育成策によって企業基盤を確立したトヨタ、日産

系の部品メーカーの中には、専門部品メーカーとして、量産格差→コスト

格差を背景に、他系列に市場を拡大したり、他系列の下位企業と提携関係

をつくり、生産、販売、技術の面で経済性を高める傾向がこの時期に進ん
(8)

だ。

(2)高度化計画に基づく政策融資

研究開発共同組合にみられたトヨタ・日産・独立系部品メーカーに対す

る選択的育成は、個別部品メーカーに対する政策融資においても見出すこ

とができる。表3のように機電法融資対象会社(日本開発銀行分)は全部

で42社であるが、トヨタ系7杜、日産系15杜、独立系8杜で合計30社

を占める。融資対象メーカーは全部一次部品メーカーであるが、表4に見

られるように中小企業公庫融資分についてもほとんどが一次部品メーカー

であり、第3次機振法にみられた有力一次部品メーカー以外には融資しな

い傾向がより顕著に現れていると言えよう。

Ⅴ　ポスト機電法問題

通産省は、石油ショックに端を発した日本経済の与件の変化によって、

自動車工業は低成長への移行を余儀なくされ、部品工業の積極的な対応が

強く求められているという認識のもとで、「機電法期限切れ後の政策の方

向づけはこの部品工業の対応を助長することに主眼が置かれるべきであり、

従来の自由化対策・安全公害対策中心の部品工業政策から、さらに発展し

て中小企業対策、中堅企業対策も含めたきめ細かい政策が必要となる0と
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表3　機宅法融資会社一覧表(日本開発銀行融資分)
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会　　 社　　 名 融　　 資　　 年　　 度

◎ 自動車電機工業㈱ 71・72 ・73

◎

◎

ナイルス部品㈱ 71・72・73 ・74 ・75・76

ヂーゼル機器㈱ 71・73

東京濾器㈱ 71・72・73 ・74・75・76

㈱土屋製作所 71 ・72・73 ・74・75・76 ・77

○ ㈱小糸製作所 71 ・73・75 ・77

◎ 市光工業㈱ 71 ・72・73 ・74・75 ・76・77

[コ 日本オイルシール工業㈱ 71 ・72・73 ・74

ロ

口

◎

曙ブレーキ工業㈱ 71・73 ・74・75・76 ・77

三輪精機㈱ 71

理研ビストソリソグ工業㈱ 71・73 ・76・77

三国工業㈱ 71・72 ・73・74・75 ・76 ・77

㈱日本気化器製作所 71・72 ・73

◎ 日本プラスト㈱ 71

◎ 富士機工㈱ 71・72・73 ・74 ・75・76 ・77

◎ 厚木自動車部品㈱ 71・72・73 ・74 ・75・76 ・77　~

◎ 栃木富士産業㈱ 71

○ 田中計器工業㈱ 71 ・72・73

[] 日本発条㈱ 71 ・72・73 ・74 ・75 ・76 ・77

○ 白木金属工業㈱ 71 ・72・73 ・74 ・75 ・76 ・77

◎ 池田物産㈱ 71・72・73 ・74・75 ・76・77

○ ㈱東海理化電機製作所 71・72 ・73・74・75

○

◎

日本電装㈱ 71・72 ・73・74・75 ・76・77

日信工業㈱ 72・75 ・76・77

杭浜機工㈱ 72・77

日本ダイアクレバイト㈱ 72・73

◎

○

口

◎

日本ラジエター㈱ 73・74

㈱京浜精機製作所 73

愛三工業㈱ 73 ・74・75 ・76 ・77

富士パルプ㈱ 73 ・74・76 ・77

帝国ビストソリソグ㈱ 73 ・74・75 ・77

㈱昭和製作所 73 ・74

桐生機扱紺 73

本田金属技術㈱ 74 ・76

本田金属工業㈱ 77

日産工機㈱ 74

□ 登場工業㈱ 75・76 ・77

◎ 立川スプリソグ㈱ 75 ・76 ・77
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(出所)各年度日本自動車部品工業会「事業報告書」より作成。

○‥・トヨタ系列部品メーカー　◎‥・日産系列部品メーカー

ロ・・・独立系部品メーカー

特定組立メーカーによる株式取得率30%以上または納入先別売上高比率

40%以上の部品メーカーを『日本の自動車工業(昭和52年度)』のチーター

より系列メーカーとした。無印は、他メーカー系列の部品メーカーである0

表4　枚電法融資会社一覧表(中小企業金融公庫融資分)

会　　　社　　　名 融　資　年　度

特殊工作㈱

㈱堀切バネ製作所

久代石綿工業㈱

㈱阪神変圧器製作所

日本ガスケット㈱

富国ゴム工業㈱

富士金属㈱

ダイヤモソド電機㈱

鳥取ダイヤモソド電機㈱

石川ガスケット㈱

㈱浅越製作所

サソヨーハイデリット工業㈱

三輪精機㈱

日産スプソリグ㈱

吉井工業㈱

豊田プレス工業㈱

(出所)各年度日本自動車部品工業会「事業報告書」より作成。

りわけ、部品工業の生産体制の安定化、自主技術の確立、そして国際的展

開に対する政策の推進が重要であり、このための施策について総合的検討
(9)

を行うことが適当である。」と保護育成策の継続を強調している。その際、

部品工業の目指すべき基本的方向として①自主的生産体制、②水平分業体
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制、③総合部品メーカー体制をあげている。これら3点は、機振法の時か

ら、目標として掲げられたものであり、放電法に受け継がれただけでなく、

さらに機情法に引き継がれていった。継続性は、通産省と部品メーカーと

の間で話し合われた次のような議事録を見るとさらに明確になる。

「槻情法は放電法とあまり変わりはえのしない法律となってしまったが

省資源、省エネルギー問題ソフトウェア振興等を追加し、本国会に提出さ

れ審議中である。同法も機電法と同じく高度化計画に伴う資金確保の条文

があり、すでに昭和53年度の財源としては100億円が財投資金によって

準備されている。自動車部品製造業としては機情法が施行され次第指定業

種として機電法と同様に高度化計画を策定し同法の適用をうけて部品製造

業として高度化をはかっていきたいと考えている。その高度化計画の作成

に当たっては、会員会社の協力が必要なので種々のご意見、ご希望をお聞
(10)

かせ頂きたい。また、同時に積極的に作成する気持ちになってほしい0」

「機情法は、機電法の延長として考えられ大幅な変更はないが、新たに電

子機器関係のソフトウェア業の追加、税制面での優遇措置についての見直

しが行われており、その運用にあたっては機情法の公布施行は7月1日付

で行われる予定であり、7月末には審議会を開催して業種指定が行われる
(11)

予定である。」

こうした会議が、通産省と有力一次部品メーカー(特にトヨタ系列、日

産系列、独立系)との問でもたれ、具体的な政策となっていったのである。

Ⅵ　おわリに

通産省の組立メーカーに対する直接の保護育成策は、70年代に入り行

われなくなった。しかし本稿で分析してきたように、自動車の原価構成の

60～70%を占める部品産業に対しては、60年代の機振法に引き続いて機

電法によっても保護育成された。その内容も機振法を継承し、生産体制の

実態をふまえてトヨタ系列・日産系列・独立系の有力一次部品メーカーに

対するものであった。通産省のめざした「水平分業体制」とは、部品メー
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カーの組立メーカーからの「独立」を意味するものではなく、自動車の国

際競争力増強を可能とする「効率的」な生産体制を意味していたのである。
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もに、その企業数も増加しつつあることが注目される。
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合、次第に自動車部品の内製化への傾向が現われるとみられる。なかんずく、量
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て影響を受けるのは主に単純な部品を製造している中小部品工業であり、大企業

の社会的真任性の見地からも供垂な配慮が必要であるとともに、一方自動車部品

産業においてこの意味からも専門的技術開発が一段と必要になると考えられる。」

通産省機械情報産業局自動車課編『転換期の自動車産業』産業構造審議会機械産

業部会基本政策小委員会自動車産業分科会報告、76年7月、P95～96。

(5)通産省重工業局自動車課「自動車部品行政の方向と施策」『日本の自動車部品

工業(昭和47年版)』P29。

(6)融資積については、日本自動車部品工業会『事業報告所昭和50年度版』

P412。

(7)この時期のトヨタの仕入先の経営体質強化については、『創造限りなく-トヨ

タ自動車50年史』P486～487、日産については、『日産自動車社史1964-

1973』P427～429、『日産自動車社史1974～1983』PlO4～107を参照されたい。

(8)組立メーカーによる部品メーカーの系列化競争については、自動申年鑑昭和

46年版PlO8～110、47年版P184～186、48年版275～276、49年版294～

295を参照されたい。

(9)通産省段桟情報産業局自動車諜編『転換期の自動車産業』産業構造審議会機械

産業部会基本政策小委員会自動車産業分科会報告、76年7月、P99。

囲「特定機拭楕報産業振興臨時措置法(機情法)案に関する打合せ会議事録」参

加者、通産省機械情報産業局自動串課　大湯孝明、部品メーカー29祉32名、部

品工業会2名、日本自動車部品工業全業務部長大河原義広氏の発言、日本自動車



174　　　　　1970年代における自動車部品工業育成政策の展開

部品工業会『事業報告書昭和53年版』、P183～1840

川「第4回機構法検討委員会議事録」78年6月21日開催、通産省機械情報産業

局総務課菅野事務官の発言。日本自動車部品工業会『事業報告書昭和53年版』、

P185～186。




